
＜お問合せ先＞
社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会 総務企画部 財務企画課
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町１番６号

TEL （093）882-4401 FAX （093）882-3579

ご寄付をしていただいた方は、

（１）会葬礼状（封筒つき）の印刷をお受けいたします。

・寄付額に応じて無料で印刷をさせていただきます。（裏面参照）

（２）税制上の優遇措置があります。

・所得税法上の「寄付金控除」が受けられます。（所得税法第78条該当）

・住民税（市県民税）の寄付金税額控除（１０％）の対象となります。

～ 香典返し寄付とは ～

ご香典などへのお返しに代えて、故人あるいはご遺族

の遺志により、ご香典の一部を地域福祉のために役立

てることを目的とした寄付金です。

ご寄付は、社会福祉協議会が実施する市内の地域福

祉活動の財源として大切に活用させていただきます。

 ＬＩＮＥ 市社協 HP Instagram YouTube 
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●社会福祉協議会について
社会福祉法に規定された地域福祉の推進を目的とする団体で、
全国の都道府県・市区町村に設置されています。
北九州市社会福祉協議会は、北九州市における地域福祉向上のための
民間福祉活動団体として昭和４０年３月に発足しました。
「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を基本理念として、
市内全域にある１５５の校(地)区社協と７つの区社協、市社協がそれぞれ役割分担をして、
地域住民が抱える様々な困りごとを解決していく取組みを進めています。



■香典返し礼状（印刷）について
寄付額により、右表のとおり礼状を無料でお渡しいたします。
＊無料の枚数で不足する場合は、有料で追加印刷（封筒と
礼状のセット）も可能です。

＊３万円未満の場合は、有料にて印刷をお受けいたします。
＊単価は、部数等により変動することがあります。
（参考：50部 単価170円、30部 単価200円）

寄付額 礼状部数

３万円以上～５万円未満 ５０部

５万円以上～７万円未満 １００部

７万円以上～１０万円未満 １５０部

１０万円以上 ２００部

寄付金額 円

寄付の内容
故人 様（喪主との続柄 ）逝去に伴う香典返し

喪主 様

寄付の使途
□ 指定なし
□ 指定あり （ ）

香典返し
礼 状

□ 不要
□ 必要 （納品希望： 月 日まで） ※依頼から５日程度を要します。

 （必要部数： 部）
（連名希望の場合： 様）

寄付者情報
の公開

・本会広報紙への氏名の掲載 可 ・ 不可
・本会ホームページへの氏名の掲載 可 ・ 不可

※お預かりした個人情報は、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。

令和 年 月 日
社会福祉法人北九州市社会福祉協議会会長 様

香典返し寄付申込書
貴会の目的及び事業に賛同し、次のとおり寄付を申し込みます。

■申込書送付先：FAX（093）882-3579 またはＥメール zaimu@kitaq-shakyo.or.jp

【
礼
状
見
本
：
２
つ
折
り
は
が
き
サ
イ
ズ
封
筒
付
】


	スライド 1: 香典返し寄付のごあんない
	スライド 2: ■香典返し礼状（印刷）について 　寄付額により、右表のとおり礼状を無料でお渡しいたします。 　＊無料の枚数で不足する場合は、有料で追加印刷（封筒と 　　礼状のセット）も可能です。 　＊３万円未満の場合は、有料にて印刷をお受けいたします。 　＊単価は、部数等により変動することがあります。 （参考：50部　単価170円、30部　単価200円）                       

